
 

 

  

  

 函館市青年センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月１３日 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

函館市条例第２８号 

   函館市青年センター条例の一部を改正する条例 

 函館市青年センター条例（昭和４４年函館市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

 別表 １の表中 

「 

 

                              」 

「 

 

 
 

                              」 

改める。 

 別表 ２の表中「およびレコードプレーヤー」を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和９年４月１日から施行する。ただし，別表 ２の表

の改正規定は，公布の日から施行する。 

 

第２クラブ室 

 
400円 
（70円） 
 

400円 
（70円） 

500円 
 （80円）   を 

 

第２クラブ室 

 
400円 
（70円） 
 

400円 
（70円） 

500円 
 （80円）  

 に 

第３クラブ室 

 
280円 

 （50円） 
 

280円 
（50円） 

350円 
 （60円）  

 


